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第3章 計画の理念 

1. 望ましい環境像 

本計画の目指す「望ましい環境像」は、第１次計画から引き継ぎ、次のとおり定め

ます。 

 
 圏域は荒川の源流域に位置し、荒川の水は埼玉県、東京都を貫流し、最後には東京

湾へ流れ込んでいます。流域の多くの住民の暮らしを潤す荒川の清流を永遠に継承す

ることが、次世代へ良好な環境を引き継ぐことになります。その結果、誰もが健康で

安全に生活をすることができ、安心した暮らしを享受することができます。「望まし

い環境像」は、このような姿を描いたものです。 

 

 「荒川の清流」とは、自然の資源である森林を保全することにより生み出される、

地下水、河川水、大気、ひいては景観、歴史、地形等の有形または無形の恵みを表し

ています。 

 

2. 環境目標 

「望ましい環境像」の実現に向け、環境分野ごとに環境目標を次のとおり設定しま

す。なお、「環境目標３．【自然環境】」については「生物多様性地域戦略」に位置付

けます。 
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3. 施策の体系 
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